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バージョンアップに伴う追加・変更点の概要をお知らせいたします。 

システム運用を開始される前に、必ずご確認ください。 
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■システムの操作で困ったときは・・・ 

本書では、今回のバージョンアップに伴う追加・変更点の概要や改正後のシステム運用に関連する内

容を中心に解説しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より詳細なシステムの操作方法は、操作マニュアルや Q&Aをご活用ください。 

トップページ 各操作画面 

該当ページの関連 Q&A

が確認できます。 

 

操作マニュアルと Q&A

が確認できます。 
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 バージョンアップに伴う追加・変更点 

バージョンアップに伴う追加・変更点 
 

今回のバージョンアップでは、以下の機能において機能改善対応が行われました。 

No. メニュー名 追加・変更点 詳細 

1 

［国保連請求］ 

－［介護給付費明細書 様式

7・7の 2・7の 3］ 

・「退院退所加算」の設定方法が変更されました。 

・利用者追加ボタンが追加されました。 

4 

ページ 

2 
［データ出力］ 

－「介護報酬請求一覧」 

［介護給付費明細書 様式 7・7 の 2・7 の 3］画面の変更に伴

い、出力帳票のレイアウトが変更されました。 
6 

ページ 

3 

［契約事業所マスタ］／ 

［関連事業所マスタ］／ 

［利用者情報］－［基本情報］ 

等 

システムの各機能における「電話番号」「FAX 番号」欄の入力ル

ールが統一されました。 

 

【入力ルール】 

・入力可能文字…「0～9」および「‐（ハイフン）」 

・入力可能文字数…13文字以下 

※ハイフンの入力は必須ではありません。 

※変更前は、上記に加え、機能ごとに異なる制限（ハイフンの有無

やハイフン前後の文字数等）がありました。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページより追加・変更点の詳細を説明します。  
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 バージョンアップに伴う追加・変更点 

  

  ［国保連請求］－［介護給付費明細書 様式 7 ・ 7の 2 ・ 7の 3］ 

  

 

 「退院退所加算」の設定方法が変更されました。 

リストから算定する加算を選択 → 一覧上で算定回数を設定 

 利用者追加ボタンが追加されました。 

※取り扱いについては、次ページを参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算定する「退院退所加算」の欄に、算定回数を設定します。 

「合計（件数）」行では、加算Ⅰ1～Ⅲのそれぞれの合計回数を確認できます。 

 

■従来の設定欄 

リストから加算Ⅰ1～Ⅲのいずれかを選択し、 

算定回数を設定。 

（「合計（件数）」行には、加算Ⅰ1～Ⅲの合計の

回数が表示されていました。） 

 

 

 

 

 
今後の国保連合会のシステム改修を想定し、利用者追加ボタンが追加されました。 

現時点では使用しないでください。 

※詳細は次ページ参照。 
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 バージョンアップに伴う追加・変更点 

 
  

 

 

利用者追加ボタンは、国保連合会より「ターミナルケアマネジメント加算のみの請

求」に関する正式な取り扱いが提示されるまでは使用しないでください。 

居宅介護支援費における「ターミナルケアマネジメント加算」は、「死亡月」に算定することとされていま

すが、国保連合会のシステム審査では死亡月に加算のみを単独で請求できない仕様のため、国保連

合会のシステム改修作業終了までは「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」に算定するよう

示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引用】厚生労働省老健局 事務連絡「居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて」 

（平成 30 年 4月 13 日付） 

今回のバージョンアップでは、今後の国保連合会のシステム改修を想定し、死亡月に「ターミナルケアマ

ネジメント加算」のみの請求明細書を作成できるよう、利用者追加ボタンが追加されています。 

利用者追加ボタンは「ターミナルケアマネジメント加算」のみの請求明細書を作成するためのボタンで

す。国保連合会のシステム改修後の正式な取り扱いが提示されるまでは、利用者追加ボタンを使用し

ないでください（当該加算のみの請求明細書を作成した場合、返戻になる恐れがあります）。 
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 バージョンアップに伴う追加・変更点 

  

  ［データ出力］－「介護報酬請求一覧」 

  

 
 ［介護給付費明細書 様式 7・7 の 2・7 の 3］画面の変更に伴い、出力帳票「介護報酬請求一覧」の

レイアウトが変更されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［介護給付費明細書 様式 7・7 の 2・7 の 3］画面の変更にあ

わせ、帳票のレイアウトが変更されました。 

■従来の出力レイアウト 

 

 

 

 


